
役員報酬に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 ADRAJapanの理事ならびに監事 (以下「役員」

とい う)の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は支給しない。ただし、旅費

等の実費は支給することができる。

(補足)

第 3条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

付 則

1この規程は、2016年 4月 18日 から施行する。



③ 胴 !m

給 与 規 程

(目 的)

第 1条  この規程は、就業規則第 52条の規定に基づき、就業規則第 2条に定める職員に適用する。

2 パー トタイム職員、アルバイ ト等に適用する給与規程は、別に定めるところによる。

(給与の構成)

第2条  給与の構成は、次のとおりとする。

基本給

給与 手  当

役職手当

職務手当

職能手当

駐在手当

事務所担当手当

扶養手当

通勤手当

時間外勤務手当

休 日勤務手当

深夜勤務手当

割増賃金

(給与計算期間及び支払日)

第3条  給与は、前月26日 から起算し、当月 25日 を締め切りとした期間 (以下、「給与計算期間」という)について計

算する。基本給及び手当は当月末日に支払い、割増賃金及び不足時間に対する控除は翌月末に支払いもしくは控

除をおこなう。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものとする。

(給与の支払方法と控除)

第4条  給与は通貨で直接職員にその全額を支払う。

2 前項の規定にかかわらず職員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振込みにより給与を支給

する。

3 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。

①源泉所得税

②住民税

③健康保険 (介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分

④雇用保険の保険料の被保険者負担分

⑤職員本人との書面により賃金から控除することとしたもの

(中途入職または中途退職の給与計算)

第5条  給与計算期間の中途に入職または退職した者に対する当該計算期間における給与は以下の計算式により支給す

るものとする。
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⑨ ADM

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当+扶養手当
×出勤時間数

当該月の所定労働時間

(不足時間の給与控除)

第6条  給与計算期間の実労働数が所定労働時間に満たない場合は、以下の計算式によりその不足した時間に応じる給与

は支給しない。

基本給+役職手当+職務手当+職能手当十出勤手当+扶養手当
×不足時間数

当該月の所定労働時間

(基本給)

第7条  基本給は、本人の年齢、勤続年数等を考慮して各人別に決定する。

2 時短勤務の場合、基本給のみ契約時間に応じて減額する。

(役職手当)

第8条  役職手当は、以下の役職に就く者に対し、支給する。

① 部長                  月額70,000円

② マネ_ジャー             月額50,000円

③ 上述の役職以外のAdComメ ンバー    月額20,000円

任命によるときには、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた

役職手当は支給しない。

解任によるときには、発令 日の属する賃金月まで支給する。

(職務手当)

第9条  所属部署に応 じて、以下の金額を支給する。

① 事業部                 月額 25,000円

② マーケティング部            月額 20,000円

③ 総務部                 月額 20,000円

2 2か所以上の部の業務を担う場合、主業務の部の金額とする。

3 移動の場合、移動月の 10日 に所属している部の金額とする。

(職能手当)

第10条 人事評価をおこない人事部が決めたグレー ドに応 じて支給する。年度末に見直しをするが、毎年上がることを保

つ
“

６
０

障するものではない。

① グレード6

② グレード5

③ グレード4

④ グレード3

⑤ グレード2

⑥ グレード1

月額 125,000円

月額 102,000円

月額 79,000円

月額 56,000円

月額 38,000円

月額 20,000円
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③ ADM

(駐在手当)

第11条 国内外の事業地の駐在担当者に、月額 20,000円 を支給する。

(事務所担当手当)

第12条 事務所機能の保持を目的とし、予め希望を募り登録した職員により事務所担当のシフトを組む。割り当ての日に

事務所へ出勤し6時間以上勤務した職員に、勤務時間に応じて以下の事務所担当手当を支給する。

① 8時間以上勤務    1日 当たり3,000円

② 7時間勤務      1日 当たり2,625円

③ 6時間勤務      1日 当たり2,250円

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、毎月 1日 時点の税制上の扶養家族に対し1人当たり、月額 15,000円 を支給する。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、月額 50,000円 までの範囲内において、公共交通機関による通勤に要する実費に相当する額を支給

する。ただしテレワーク勤務に係る通勤費は支給しない。

(時間外勤務手当)

第15条 法定労働時間を超えた時間外労働に対する割増賃金は以下の計算方法により支給する。

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当
×1.25× 時間外労働時間数

月平均所定労働時間

ただし、所定労働時間が法定労働時間を超える場合、法定労働時間を超える所定労働時間分は 0.25× 時間数

分のみ時間外勤務手当とする。

所定労働時間を超え法定労働時間内の場合は以下の計算方法とする。

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当
×時間外労働時間数

月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は以下の計算方法により求める。

365日  (閏年 366日 )一年間所定休日×8(時短正職員及び契約職員は契約による時間)

，
“

Ｒ

）

９
“

4 時短勤務の場合、当該月の正職員の所定労働時間までは、基本給のみの計算とする。正職員の所定労働時間を超

えた場合は第 1項 もしくは第 2項による。

(時短勤務の実労働時間≦正職員の所定労働時間)

基本給
× (実労働時間一時短勤務の所定労働時間)

当該月の時短勤務の所定労働時間

(休 日勤務手当)

第16条 休日勤務に対する割増賃金は以下の計算方法により支給する。月平均所定労働時間は前条による。
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③ ADm

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当
×1.35× 休 日労働時間数

月平均所定労働時間

(深夜勤務手当)

第17条 深夜勤務 (午後 10時～午前 5時)に対する割増賃金は以下の計算方法により支給する。月平均所定労働時間は

前条による。

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当
Xl.25×深夜労働時間数

月平均所定労働時間

2 法定労働時間を超えた分の深夜勤務に対する割増賃金は以下の計算方法により支給する。

基本給+役職手当+職務手当+職能手当+出勤手当
×1.50× 深夜労働時間数

月平均所定労働時間

(休暇等の賃金)

第18条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育

児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。

3 慶弔休暇の期間は、第 1項の賃金を支給する。

4 休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

(昇 給)

第19条 昇給は、基本給に対して以下の通 り行 う。ただし、団体の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合

には、この限 りではない。

① 毎年 4月 1日 現在における満年齢により、4月 に昇給する。

② 在籍年数加算による昇給は、入職日が月初日から25日 の場合は入職月の翌月、26日 から月末日の場合

は入職月の翌々月の支給からとする。

2 昇給額は、給与テーブルによつて各人ごとに決定する。

(賞与及び退職金)

第20条  賞与及び退職金は、原則として支給しない。

(附則)

本規程は 2016年 4月 1日 から適用する。

本規程は、2016年 9月 25日 の第 55回理事会の議決により改定し、2016年 9月 26日 より施行する。

本規程は、2019年 3月 24日 の第 64回理事会の議決により改定し、2019年 4月 支払分給与より施行する。

本規程は、2019年 6月 16日 の臨時理事会の議決により改定し、2019年 6月 17日 より施行する。

本規程は、2020年 12月 13日 の第 71回理事会の議決により改定し、2020年 12月 26日 より施行する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 ADRA Japan 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

(1)収益の源泉別の明細

借入金の明細

(3)その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 686,250円

賛助会員受取会費
1,235,750円

受取寄付金
28,231,227円

指定プロジェクト寄付金振替額 16,686,359円

物品寄付
2,230,095円

公的補助金振替額
102,298,072円

民間助成金振替額
91,845,220円

受取公的補助金
12,240,217円

受取民間助成金
1,813,702円

緊急支援事業収益
182,700円

人材育成事業収益
30,000円

広報啓発事業収益
5,000円

受取利息
123,529円

為替差益
314,975円

雑収益
35,985円

△
ロ 計 257,904,081円

金    額先入r」上
1日

25,000,000円
セブンスデー・ア ドベンチス ト教団

円

円

円

円

25,000,000円計合

1,061,440円SEMA物品寄付

什器物品寄付 969,200円



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

らヽ第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円該当なし

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2) 費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

241,460,305円 日本 NGO連携無償資金協力

81,839,907円 助成金

42,000,000円 助成金

4,100,000円 寄付金

2,262,097円 助成金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

10,475,280円 小学校建設

8,592,019円 セメントなど

7,406,872円 小学校建設

5,399,082円 トイレ建設資材

3,010,721円 スチール資材など



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務提供の内容等対 価 の 額
役務の提

供年月 日
住所又は所在地

法人との

関  係
取引先の氏名等

家賃2,904,000円

R2。 4.1

R3.3。31

円

円

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄  附  金 額 受 領 年 月 日

200,000円 2020/4/10

100,000円 2020ノ6/25

100,000円 2020/10/13

100,000円 2020/12′23

100,000円 2021/3ノ29

50,000円

1,000円

50,000円

50,000円

50,000円

2020ノ4/21

2020/7ノ26

2020/8ノ21

2020′9/28

2021/3ノ 18

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 である の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月 日]

関する [⑤給与を得た職員 び当該職員に対する給与の総額に関する事項]5

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

21人 55,630,386円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施 日]

金   額途使実  施  日

17,430,400円

9,075,836円

16,236,000円

13,852,800円

598,648円

ジンバブエ 0教育支援事業 USD160,000

ミャンマー・教育支援事業 (AEON) USD5,559.00

ミャンマー・教育支援事業 (AEON) JPY

ジンバブエ・教育支援事業 USD150,000

ジンバブエ・教育支援事業 USD130,000

2020/6ノ 12

2020/7ノ 17

2020/8ノ31

2020ノ4/3

2020ノ6/16

ミャンマー・教育支援事業 (AEON) USD3,436.11 367,629円

10,450,828円

11,903,000円

264,975円ベ トナム・洪水被災者支援事業 USD2,5002020/11ノ 13

12,970,350 FI]
2020/12ノ 1

2020/9ノ9

2020/9ノ9

2020/10/16

ミャンマー・教育支援事業 (AEON) JPY

ェチォピア・南スーダン難民支援事業 JPY

ジンバブエ・教育支援事業 USD123,000

ウガンダ・血液病患者治療に関する調査 USD10,139。 25 1,068,562円

389,573円
アフガニスタン・ICTプロジエク ト USD3,7002020/12ノ17

20,016,234円
2021ノ2/26

6,603,600円
2021/3ノ 15

7,721,635円
2021/3ノ 15

2020/12/15

ェチォピア・南スーダン難民支援事業 JPY

ジンバブエ・教育支援事業 USD60,000

ミャンマー・教育支援事業 USD70,158.42



チェック欄特定非営利活動法人 DM Jap帥法人名

/3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

⑥
令和 2年 4月 1日～令和 3年

3月 31日 9人 0人 0% 3人 33.3%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転記してください。

③l及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

Ittrr

t,'tlr.i-

はい

いいえ

はい

いいえ

Itl,t

L \L \.i-

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意毒到D
・ 認定基準等チエツク表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。

区 分

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

3

項
日
Ｈ ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

|まい

回コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

回]

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・□ 有・無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

第3表 (次雪む

(注意ヨ刷D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:癬嗣)に記載した事項について、改

めて記載する1必要はありません。

エ ツ 3表)

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に『各工会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「:型〕上

笙
=」
ζEとL_1`1こ場塗:!二」LttE査誕]□[詈EE」公

付し二生だ三壼二

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合には、_笙 3墨埜丞21堕憂聾

麹2型Ш_圭證理塑整互壺整至

じて行っている」α)「はい」に「o」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに言磁貯す
い
る各期

からい①」)を示したもので九間 (

二の各欄

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当た

その費途を確認することができないも

ります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費通コミ明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人 ADRA Japan

役  員  数 9人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

柴田 俊生 理事

長

常務

理事

理事

理事

理事

○

平成器年6月 22日就任

平成器年6月 19日就任

平成2年 6月 20日就任

令和2年 6月 22日就任

平成16年 4月 13日就任

浦島 靖成

瀬戸 典子

○

○

○

○

高原 信夫

長井 喬充

藤田 昌孝

藤本 秀幸

村本 英邦

理事

○

平成器年6月 22日就任

令和2年 6月 21日 退任

平成
"年

4月 1日就任

平成∞年6月 2日就任

令和2年 6月 21日退任

理事

○

理事

○



森田 栄作 理事 令和2年 6月 22日就任

○

山地 正 理事

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

平成器年6月 22日就任

令和3年 2月 28日退任○

○

○

|

平成28年 6月 22日就任

平成∞年6月 22日就任

監事

監事

高橋愛一郎

千原 曜



法人名 特定非営利活動法人 劇〕RA Japan

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 装丁帳簿

(弥生会計を印刷)

毎 日 7年以上

現金出納帳 パイプ式二穴ファイル

(エクセルを印刷)

随時 7年

支払・振替伝票 パイプ式二穴ファイル 随時 7年

出金伝票 パイプ式二穴ファイル 随時 7年

固定資産台帳 パイプ式二穴ファイル

(エクセルを印刷)

随時 7年

入金管理台帳 パイプ式二穴ファイル

(フ ァイルメーカーを印

刷)

毎 日 7年

賃金台帳 二穴ファイル

(弥生給与を印刷)

毎月 7年

在庫管理台帳 パイプ式二穴ファイル 随時 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(冒薦腰 領)

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出鋤 、「振替伝票」、:観金出納幅」、「総勘定元帳」などのように配載します。

・ 『左の帳簿等の形態」欄は、「単原コ、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、印制時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

っては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書屈)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 ADm Japm チェック欄

/
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

有 。

申南事寺◎ ①日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ①項

有 。無有 。無有。□

有 。無

有 。無

有 ・ 無 有 。無有 。無 有 。無

有 ・ 無 有・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

有 ・ 無 有・ 無有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無有 ・

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

回

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訂郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有。国 有・無 有 。無 有。無 有・無 有・無 有・無

有・無 有。無 有。無 有。無 有 。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。□

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別σ禾l溢1の供与の有無
有・国 有・無 有。無 有。無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有。国 有・無 有・無

有無

有・無 有・無 有・無 有。無

鮭意1申D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 :ま、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:密E)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。



チェック欄

ノ
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する郷唄:」 悧υ嘴眼ID等がある場舒こ:よ そC湘順l」 悧
『

嘴眼10等を添付してくださしヽ

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、制 :表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10月ス上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iコ

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

イ

ハ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者C酒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 割附者 (役員、役員(a里偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割 金の額の事業年度中の合計額が四万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄付金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

∝意1申0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 ADRAJttan

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

α菫事の
・ 法第55条第1■に基づく書攘 G讚囀日開潤絆圏川口Dの提出時に当たつては、日定二澤時チェック表 (第G=及て月H8ヨD

iよ 配餞する●蜃はありません。
・ 日定の有効醐口p更新の申辞に当たつて1よ

―

ェック壺 (第 6表及び第8表)の

"口
a●コまありません。また、法第

66条第1項に出づく日輌 (役員報酬鵬自日颯出書類)に配載した1嘱田tついて、改めて記口する●■はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

」盛有 征有 征有 征有 毎有 有 ・ 無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第■つ :ま、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 缶 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 DM Japan チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定L些例認定及び認定の生効狙固Ω亘重2申請時には、正璽l口1塁1理1量i曇|三」1厘1菫1菫1■:生:受旦:上:型1堕i旦1型|五lL堕l窒!墜:生!ビ!Li墜

|三固墨塑道重墨型壺丞び童区里I杢」」冒塾LL菫」主塗」量LLL:L』圏」里四

`主

1二」≡[登」堕」型i三]翌』ヨ」望2溢」」宣L堕墓上菫型LL主主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特顔』認定特定非営利活動法人が特

"縣
定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定非営和括働法人又は当該特例認定特定井堪沐I幅副法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しなし嗜・の有無

有 □

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有。国

特定非営禾:括働促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の1罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しなし渚 の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 園

，
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい 。

しヽ
Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い
。

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 いいえ

添付

ヨ
ヨ

「おＦ庁
」

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税調明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

レ`5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 は い
。 しヽ

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。 しヽ


